
⑭障がいのあるお子さんへの支援など

１．身体障がい者手帳

身体障がいのある人が対象となります。

【障がいの範囲】

視覚障がい、聴覚または平衡機能障がい、音声・言語またはそしゃく機能障がい、肢体不自

由（上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障がい）、内部障がい（心臓、じん臓、呼吸器、ぼ

うこうまたは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能障がい）

※複数の障がいがある人は、より重い等級になる場合があります。

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３０９９・３１０４）

２．療育手帳

知的障がいのある人が対象となります。

宮崎市役所への申請前に、18歳未満の人は中央児童相談所で、18歳以上の人は中央福祉こ

どもセンターで判定を受ける必要があります。

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課

※申請の届出は、本人または療育手帳上の保護者がお住まいの市町村が窓口になります。

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３０９９・３１０４）

宮崎県中央福祉こどもセンター・中央児童相談所 ☎０９８５－２６－１５５１

３．精神障がい者保健福祉手帳

精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、本人または保護者等の申請に基づいて交

付されます。

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３０９９・３１０５）

４．宮崎市総合発達支援センター「おおぞら」

同センターは、障がいのあるお子さんとその保護者が地域で安心し

て生活が送れるように支援を行う総合的な療育の拠点施設です。

【所 在 地】新別府町久保田657-4

【主な業務】

①診療部 ☎０９８５－２１－１６１６

さまざまな障がいや発達が気になるお子さんの診断・医学的評価、検査を行い、総合的

な評価に基づく治療、機能訓練（理学療法、作業療法、言語療法ほか）を通して支援を行

います。

②通所部 ☎０９８５－２１－１５５１

児童発達支援センター「すぴか」において、障がいに応じた療育を行います。

発達の遅れや障がいのあるお子さんに対して、一人一人を大事にしながら、集団での遊

びを中心とした療育を行います。

家庭と連携して、基本的生活習慣やみんなと遊ぶ力をつけることなど、将来への基礎づ

くりとなる療育を目指します。

③地域生活支援部 ☎０９８５－２１－１９７５

そうだんサポートセンター「おおぞら」、「宮崎市そうだんサポートセンターすぴか」に

おいで、保護者からの電話や来所による相談に応じます。

福祉制度等の紹介や、関係機関との連絡調整、障がい福祉サービス等の利用調整を行い

ます。



５．福祉相談

障がい者やその家族から、日常生活での不安や困りごと、障がい福祉の制度や手続き等の相

談に応じます。

◆身体・知的・精神障がい等に関する相談

障がい福祉課障がい者相談室 ☎０９８５－２２－０８４５（FAX兼）

◆聴覚障がい者相談

宮崎市聴覚障害者協会 ☎０９８５－２２－３６９９（FAX兼）

※毎週月・水・金曜日は手話通訳者での対応も可能。

また、月に1回、土曜日にも実施しています。

◆視覚障がい者相談

宮崎市視覚障害者福祉会 ☎０９８５－３２－４３３３

◆発達障がい等に関する相談

そうだんサポートセンターおおぞら

☎０９８５－２１－１９７５、FAX０９８５－２１－１５４５

◆生活・就労・障がい福祉サービス等総合相談

宮崎市障がい者総合サポートセンター

☎０９８５－６３－２６８８、FAX０９８５－５３－５５４０

そうだんサポートセンターおおぞら

☎０９８５－２１－1975、FAX０９８５－21－1545

地域活動支援センターすみよし

☎０９８５－３0－2524、FAX０９８５－３0－2529

江南よしみ地域活動支援センター

☎０９８５－６４－1033、FAX０９８５－５4－3590

６．障がい福祉サービス・障がい児通所支援など

日中の一時的な見守り（預かり）や、宿泊を伴う預かりなどのサービスのほか、障がい児通

所施設に通所して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行い

ます。

【対象】

身体に障がいのある児童、知的に障がいのある児童、精神に障がいのある児童（発達障が

い児を含む）または難病等の児童で、児童区分（１～３）に該当する18歳未満の児童

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－４２－６４４２（内線３１１０・３２５６）

７．重度心身障がい者医療費助成

重度心身障がい者の医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図るこ

とを目的とした制度です。

・入院の場合（県内のみ）・・・現物給付（自己負担は医療機関の窓口で1,000円/月）

・外来の場合（県内のみ）・・・現物給付（自己負担は１診療報酬明細書等につき500円）

・県外の入院外来の場合 ・・・償還払い

※薬局（調剤）と20歳未満の受給資格者については、費用負担は生じません。

なお、高額療養費等がある場合には、その額を差し引いて助成するか、市が本人の委任を

受けて代理受領します。

【対象者】下記の手帳を所持している人。

・身体障がい者手帳１、２級

・療育手帳Ａ

・身体障がい者手帳３級かつ療育手帳Ｂ１

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３１１３）



８．自立支援医療（精神通院医療）

精神障がいおよび当該精神障がいに起因して生じた病態により、通院医療が必要な人を対象

とした医療費助成の制度です（指定医療機関あり）。

所得に応じて自己負担があります。事前に申請が必要です。

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３０９９・３１０５）

９．自立支援医療（育成医療）

保護者が宮崎市に住民登録がある18歳未満の子どもで、身体に障害がある、又は現在ある

障がいや疾患について治療を行わなければ将来において障がいを残すと認められ、確実な治療

効果（手術による治療が主）が期待される場合に対して、必要な医療費を助成します。

所得に応じて自己負担があります。事前に申請が必要です。

【申請に必要なもの】

・対象児の健康保険証（本人が国保、国保組合の場合は、世帯全員分）

【提出書類】

・自立支援医療費（育成）支給認定申請書

・自立支援医療（育成医療）意見書

※必要に応じて、その他書類を提出していただく場合があります。

【申請場所・問い合わせ】親子保健課 ☎０９８５－７３-８２００

１０．障がい児福祉手当

日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳未満の重度障がい児に支給します。

【支給額】月額１５，２２０円（支給月は５月・８月・11月・２月）

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３１０４）

１１．特別児童扶養手当

20歳未満の障がい児を監護している父もしくは母、または父母に代わって養育している人

に支給します。

【支給額】１級：月額５３，７００円、２級：月額３５，７６０円

（支給月は４月・８月・11月）。

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３１１５）

１２．重度障がい者住宅改修費助成

障がいのある人の障がいの状態に応じて、自宅の浴室やトイレ、居室等を改修する場合、改

修に要する費用の一部を助成します。但し、所得制限、その他要件があります。

【対象】自宅で生活をされている次のいずれかに該当する人

・身体障がい者手帳１～３級（上肢機能障がいは１～２級）

・療育手帳Ａ

・難病患者等

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３１０８）

宮崎市障がい者総合サポートセンター

☎０９８５－６３－２６８８、FAX０９８５－５３－５５４０



そうだんサポートセンターおおぞら

☎０９８５－２１－１９７５、FAX０９８５－２１－１７４５

地域活動支援センターすみよし

☎０９８５－３０－２５２４、FAX０９８５－３0－２５２９

江南よしみ地域活動支援センター

☎０９８５－６４－１０３３、FAX０９８５－５4－３５９０

１３．日常生活用具の給付

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人、または

小児慢性特定疾病、難病等の人で、一定の要件を満たす人に対し、日常生活を容易にするため

の用具を給付します。

原則自己負担があり、障がい等級や種別、世帯構成による制限があります。

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３１０８）

１４．補装具の購入・修理

身体障がい者手帳をお持ちの人、または難病等の人が、身体上の障がいを補い、自立と社会

参加を促進するために補装具を購入または修理するための費用を支給します（原則１割の自己

負担）。所得制限や障がいの種別による制限があります。

【対象となる補装具】

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３１０７）

１５．軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

身体障がい者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入

や修理にかかる費用を助成します。原則、自己負担があり、所得制限等があります。

【対象者】保護者が本市に住所を有する18歳以下の人（18歳になった後、最初の3月31日ま

で）

【その他】宮崎大学医学部附属病院難聴支援センターの意見書が必要

【申請場所・問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３１０７）

１６．タクシー運賃割引

乗車時に身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳を提示すると、タク
シー運賃の１割が割引になります。リフト付福祉タクシーにも利用できます。

【問い合わせ】各交通会社・タクシー事業所

対象者 支給種目 備考

肢体不自由
義手、義足、装具（上下肢・体幹等）、歩行補

助つえ、車いす、歩行器、座位保持装置など 補装具の種目により、18歳未

満の人は１５条指定医等の意

見書、18歳以上の人は宮崎県

身体障害者相談センターの判

定が必要な場合があります。

視覚障がい 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障がい
補聴器、人工内耳（音声信号処理装置の修理の

み）

内部障がい 車いす



１７．ＮＨＫ受信料の免除

世帯員に身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人

がいて、世帯全員が市民税非課税であれば、受信契約者が受信料の全額免除の申請をすること

ができます。

市民税課税世帯の場合、視覚・聴覚障がいの身体障がい者手帳または重度の障がい者手帳（身

体障がい者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障がい者保健福祉手帳１級）のいずれかをお持ち

の方が世帯主で受信契約者であれば、受信料の半額免除の申請をすることができます。

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３１１４）

ＮＨＫ宮崎放送局営業部 ☎０９８５－３２－８１２０

１８．タクシー利用券・ガソリン利用券の助成

【対象】下記の①～③のいずれかをお持ちの人のうち、市県民税の所得割が非課税の人（手帳

所持者が20歳未満の場合は、世帯全員の市県民税所得割が非課税であること）

①身体障がい者手帳１・２級、②療育手帳、③精神障がい者保健福祉手帳１級

【助成内容】タクシー券１２，０００円（500円券を２４枚）または

ガソリン券６，０００円（登録車両のみ利用可。500円券を１２枚）

※登録できる車両･･･本人または同住所の家族が所有する車両

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課、各地域センター

市社会福祉協議会

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３１０７）

１９．有料道路通行料割引
通学や通院等の日常生活において有料道路を利用する場合、事前の申請により通行料金を半

額に割引します。

【対象】

・本人運転の場合 身体障がい者手帳を所持している人

・介護者運転の場合 身体障がい者手帳「第１種」または療育手帳「Ａ」を所持している人

【申請場所】障がい福祉課、各総合支所・地域市民福祉課、各地域センター

【問い合わせ】障がい福祉課 ☎０９８５－２１－１７７２（内線３１１４）


